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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和1年7月4日(2019.7.4)

【公表番号】特表2019-504716(P2019-504716A)
【公表日】平成31年2月21日(2019.2.21)
【年通号数】公開・登録公報2019-007
【出願番号】特願2018-542720(P2018-542720)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｂ  53/04     (2015.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｂ   53/04     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和1年5月31日(2019.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴルフクラブヘッドであって、
　中空ボディと、
　打球面と、
　ヒール領域と、
　前記ヒール領域に対向するトウ領域と、
　ソールと、
　クラウンと、
　前記クラブヘッドの前記打球面の後ろであり、かつ、前記クラブヘッドの前記ソールの
上に配置されるキャビティと、
　を備え、
　前記キャビティは、
　　前記ソールに隣接する前エッジと、
　　前記ソールに隣接する後エッジと、
　　前記前エッジと前記後エッジとの間を前記ソールから内側に延びる主部と、
　　前記主部から前記打球面に延びるインセット部と、
　　前記キャビティの最も深い部分に沿って位置しており、前記ヒール領域から前記トウ
領域に延びる頂点軸であって、前記キャビティの裏面から前記キャビティの前面を分離す
る前記頂点軸と、
　を有し、
　前記前面は、前記前エッジから前記頂点軸に延び、
　前記裏面は、前記頂点軸から前記後エッジに延び、
　前記前面の少なくとも一部は、前記打球面に向かって延びる、
　ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記クラブヘッドの容積は、６０ｃｃ（ｃｍ3）よりも小さい、請求項１に記載のゴル
フクラブヘッド。
【請求項３】
　前記クラブヘッドの容積は、４０～６０ｃｃ（ｃｍ3）の間である、請求項１又は２に
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記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　前記キャビティの前記前エッジは、前記打球面から、０．５０インチ（１．２７ｃｍ）
以下の距離だけオフセットしている、請求項１～３のいずれか一項に記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項５】
　前記キャビティの前記前エッジは、前記打球面から、０．１０インチ（２．５ｍｍ）以
下の距離だけオフセットしている、請求項１～４のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項６】
　前記キャビティの前記前エッジは、前記打球面から、一定の距離だけオフセットしてい
る、請求項１～５のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　前記打球面の中心の近くの前記キャビティの前記前エッジは、前記ヒール領域と前記ト
ウ領域との少なくとも１つの領域の近くの前記キャビティの前記前エッジよりも前記打球
面に近い、請求項１～５のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　前記キャビティの前記前面は、さらに、
　　前記クラブヘッドの側部断面図において、前記打球面の最も近くに位置する最前点と
、
　　前記クラブヘッドの前記側部断面図において、前記打球面から最も遠くに位置する最
後点と、
　を有し、
　　前記最前点と前記最後点とを通って延びる軸は、前記打球面と鋭角に交差する、
　請求項１～７のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　前記前面の前記最前点と前記最後点とを通って延びる前記軸は、前記クラブヘッドのロ
フト面に対して５度から８５度の間の角度に位置する、請求項８に記載のゴルフクラブヘ
ッド。
【請求項１０】
　前記キャビティは、さらに、前記ヒール領域から前記トウ領域に延びる長さを有し、
　前記クラブヘッドのロフト面は、前記打球面の幾何学的中心を通るように配置され、
　複数の軸であって、前記キャビティの前記長さに沿った各位置において、前記ロフト面
に平行に延び、前記前エッジを通る前記複数の軸によって形成される平面は、前記キャビ
ティの前記主部と前記インセット部とを分離する、
　請求項１～９のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１１】
　ゴルフクラブヘッドであって、
　中空ボディと、
　打球面と、
　ヒール領域と、
　前記ヒール領域に対向するトウ領域と、
　ソールと、
　クラウンと、
　前記クラブヘッドの前記打球面の後ろであり、かつ、前記クラブヘッドの前記クラウン
の上に位置するキャビティと、
　を備え、
　前記キャビティは、
　　前記クラウンに隣接する前エッジと、
　　前記クラウンに隣接する後エッジと、
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　　前記前エッジと前記後エッジとの間を前記クラウンから内側に延びる主部と、
　　前記主部から前記打球面に延びるインセット部と、
　　前記キャビティの最も深い部分に沿って位置しており、前記ヒール領域から前記トウ
領域に延びる天底軸であって、前記キャビティの裏面から前記キャビティの前面を分離す
る前記天底軸と、
　を有し、
　前記前面は、前記前エッジから前記天底軸に延び、
　前記裏面は、前記天底軸から前記後エッジに延び、
　前記前面の少なくとも一部は、前記打球面に向かって延びる、
　ゴルフクラブヘッド。
【請求項１２】
　前記クラブヘッドの容積は、６０ｃｃ（ｃｍ3）よりも小さい、請求項１１に記載のゴ
ルフクラブヘッド。
【請求項１３】
　前記クラブヘッドの容積は、４０～６０ｃｃ（ｃｍ3）の間である、請求項１１又は１
２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１４】
　前記キャビティの前記前エッジは、前記打球面から、０．５０インチ（１．２７ｃｍ）
以下の距離だけオフセットしている、請求項１１～１３のいずれか一項に記載のゴルフク
ラブヘッド。
【請求項１５】
　前記キャビティの前記前エッジは、前記打球面から、０．１０インチ（２．５ｍｍ）以
下の距離だけオフセットしている、請求項１１～１４のいずれか一項に記載のゴルフクラ
ブヘッド。
【請求項１６】
　前記キャビティの前記前エッジは、前記打球面から、一定の距離だけオフセットしてい
る、請求項１１～１５のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１７】
　前記打球面の中心の近くの前記キャビティの前記前エッジは、前記ヒール領域と前記ト
ウ領域との少なくとも１つの領域の近くの前記キャビティの前記前エッジよりも前記打球
面に近い、請求項１１～１５のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１８】
　前記キャビティの前記前面は、さらに、
　　前記クラブヘッドの側部断面図において、前記打球面の最も近くに位置する最前点と
、
　　前記クラブヘッドの前記側部断面図において、前記打球面から最も遠くに位置する最
後点と、
　を有し、
　　前記最前点と前記最後点とを通って延びる軸は、前記打球面と鋭角に交差する、
　請求項１１～１７のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１９】
　前記前面の前記最前点と前記最後点とを通って延びる前記軸は、前記クラブヘッドのロ
フト面に対して５度から８５度の間の角度に位置する、請求項１８に記載のゴルフクラブ
ヘッド。
【請求項２０】
　前記キャビティは、さらに、前記ヒール領域から前記トウ領域に延びる長さを有し、
　前記クラブヘッドのロフト面は、前記打球面の幾何学的中心を通るように配置され、
　複数の軸であって、前記キャビティの前記長さに沿った各位置において、前記ロフト面
に平行に延び、前記前エッジを通る前記複数の軸によって形成される平面は、前記キャビ
ティの前記主部と前記インセット部とを分離する、
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　請求項１１～１９のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
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